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論文要旨 
 

2000（平成 12）年に｢児童虐待の防止等に関する法律（以下、「児童虐待防止法」とい

う。）｣が制定され、施行から現在までに、「児童福祉法」と合わせて 4 回の大きな改正が

行われ、子ども虐待については、発生予防、早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもの

保護・自立に向けた支援など、切れ目のない支援が行われるよう対策が推進されてきた。 
「児童虐待防止法」の制定とその改正、ならびに、新聞等の報道によって子ども虐待に

対する社会の関心は高まり、子ども虐待への対応（通告や相談など）は周知されつつある

と考えられるものの、子ども虐待の実態を正確に把握することは困難であると考えられる。

そのことが、有効な虐待防止策につながっていないとも考えられる。 
 子ども虐待の発生要因は、「孤立」、「経済的困難」、「望まない妊娠」、「育児ストレス・育

児不安」など、親側の要因や子ども側の要因、また、環境要因など多くの因子が存在し、

虐待は単一の要因で起こるのではなく、多くの因子が複雑に絡み合って起こる。そのため、 
虐待への対応が困難で、一旦虐待が発生すると、再発率も高く、母子関係（親子関係）を

再構築するのは難しいといえる 。また、類似した事例が毎年発生し、その事例の中には、

いろいろな機関が関与していたにもかかわらず、虐待死を防げなかった事例が複数ある。 
子ども虐待を防止するために、法の整備も進み、2012（平成 24）年には親権の一時停

止が施行された。つまり、親子を一時的でも引き離すことが、虐待死の最大の防止策とい

うことであろう。そのような事例には、母子関係（親子関係）が破綻した事例が多く、子

どもの虐待が起こらないよう、その発生を予防することに重点的に取り組む必要がある。 
第 1 章では、わが国における子ども虐待の実態を明らかにすることをすることを試みた。

「児童相談所での子ども虐待相談対応件数」については、毎年増加し続けているが、厚生

労働省公表の「子ども虐待による死亡事例の検証結果等について（以下「厚生労働省子ど

も虐待死報告」という。）」 による虐待死数や子ども虐待事件の検挙件数、ならびに、死亡

事件検挙件数の推移をみてみると、子ども虐待そのものが増加しているとは明確には判断

できない。一方で、「虐待死」の明らかな減少もみられていない 。 
子ども虐待の実態を把握するためには、厚生労働省をはじめとした省庁による報告が資

料としては最も信頼できると考えられる。しかし、その省庁の資料でさえ、実態を詳細に

把握することのできると考えられる個別事例については、個人情報保護の観点から、検証

の趣旨を損なわない範囲で、個人を特定できる情報を削除するなどしなければ、公の資料

として公表することはできないのが現状である。 
子ども虐待の実態をどこまで把握できるのかについては、かなり困難であると考えられ

るが、実態がわからなければ、子ども虐待の発生予防や効果的な防止対策につながらない

と考えられる。 
「厚生労働省子ども虐待死報告」の検証対象事例は、厚生労働省が新聞等から抽出し、

地方公共団体が把握した死亡事例と合わせて地方公共団体に詳細を調査していることから、

「厚生労働省子ども虐待死報告」の検証結果は、子ども虐待の実態を示す最も信頼できる

資料であると考えられる。 
また、「厚生労働省子ども虐待死報告」の検証対象事例の情報入手先は、その約 5 割が

「報道」となっているため、「新聞等で報道された子ども虐待事件による死亡事例（以下、
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「子ども虐待死報道」という。）」もまた、子ども虐待の実態を把握するために信頼できる

資料と考えられる。よって、「厚生労働省子ども虐待死報告」と「子ども虐待死報道」とを

比較検討し、その結果をもとに、わが国における子ども虐待の実態について明らかにした

いと考える。 

子ども虐待防止対策先進国等における子ども虐待の現状と取り組みを概観し、わが国の

子ども虐待の現状をいくつかの資料から分析してみると、子ども虐待の実態とまで断言で

きないと考えられるものの、子ども虐待の現状における特徴が明らかとなった。 

本研究では、子ども虐待の実態を明らかにしようと試みたものの、多くの資料にあたれ

ばあたるほど、何をもって実態とすればいいかとやや混乱に陥り、子ども虐待の実態をと

らえることが非常に困難であった。 
しかし、「0～3 歳」の低年齢の子どもが、外部の目が届きにくい家庭内で、「実母」、ま

たは「実父母」から身体的虐待、またはネグレクト、あるいは複数の虐待を受け死に至っ

ているという現状は実態ともいえる。 
注目すべきは、虐待で死亡する子どもは「0歳児」が最も多く、さらに、「0歳児～3歳

児」が、死亡事例全体の約 7割を占めていることである。これらの事例の主たる加害者で

ある実母には、妊娠・周産期の問題として、「望まない妊娠／計画していない妊娠」、「妊婦

健診未受診」、「母子健康手帳未発行」が多くみられ、「母子健康手帳の発行が遅い」、「妊娠

の届出が遅い」などの中には、「望まない妊娠」、「虐待（ネグレクト）」傾向」など、妊娠

期からの支援を必要とする可能性がある者もいることが明らかとなっている。 
妊娠期からの支援を必要とする家庭の早期発見のための方策や、望まない妊娠について

悩む人たちのための相談体制の充実など、①妊娠前の健康教育（望まない妊娠の予防）②

妊娠後の支援（特に妊娠初期からの支援）③出産後の支援（産科医療機関退院後、生後 1
か月までとその後も少なくとも 3 歳まで）について継続した支援をどう構築していくのか

を検討する必要がある。 
第 2 章では、子ども虐待の発生予防や防止対策として、これまでわが国ではどのような

対策が取られてきているのか、その対策が、虐待死を招きやすい「0歳～3歳」の低年齢の

子どもに対して効果的な対策となっているのかについて、その現状と課題を明らかにして

いく。 

わが国では、国だけでなく、自治体や民間等でも、子ども虐待の発生予防・防止対策と

して、妊娠・出産・子育てに関する相談がしやすい体制の整備や、地域の子育て支援サー

ビスの充実を図っている。それらの対策が、子ども虐待の発生予防の対策として、有効性

があるものなのかについて検証した。とくに、外部の目が届きにくい「0歳児～3歳児」の

低年齢の子どもに対する子ども虐待の発生予防には、発生の要因となりやすい「望まない

妊娠」や「子育てのストレス」、「親子の愛着形成の問題」等に対して、妊娠期から出産・

子育てまで継続した支援が、最も有効な対策であると考えられる。 

子どもを虐待する加害者は、社会との接点を自らもとうとしない傾向にあるため、従来

の相談窓口のように、向こうから電話をかけてきたり、出向いてきたりするときに対応す

るだけではなく、孤立する親の元へこちらから家庭に出向いていって支援することが有効

であると考えられる。 

さらに、家庭へ出向く支援の継続性によって、子ども虐待の被害者として最も多い低年
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齢の子どもたちにとって、最も有効な対策となり得ると考えられる。しかし、その対策が

最も必要な「0～3歳」の低年齢の子どもに届くようなシステムとは言い難い現状がある。 

子ども虐待の防止には、虐待そのものが発生しないように予防することが最も有効な防

止対策であると考えられるため、虐待が発生しないように、親子の始まりである妊娠期か

ら出産・育児期の親を社会で手厚く支援することが、発生を予防し、子どもの命を守るこ

とにつながると考えられる。そして、生まれてきた子どもが 3歳くらいになるまでは、継

続して親の支援を行うべきである。親が育てられない場合も含めて、社会が子ども育てる

システムがわが国には必要であると考えられる。 

第 3 章では、これまで明らかにしてきた子ども虐待の現状と課題から、本研究の目的で

ある子ども虐待の発生を予防するために、高齢者の介護保険制度のしくみにヒントを得た

社会で子どもを育てるしくみについて、2つの試案を示し、これらの試案から子ども虐待

の発生予防に有効なしくみについて論じる。 

1 つ目は子育てを社会が支えるためには、社会保険システムの活用が最も有力な手段に

なるという山崎の提案である。保育を含めた子どもの養育費の相当な部分について、現役

世代の社会保険料的な子育て負担金と公的負担を組み合わせた財源により賄う方向で、子

育ての社会化を進めるという提案である。 

子ども虐待の発生予防には、子育て家庭の子育てに係る経済的問題を軽減することは、

安心して子どもを産めるという意識の変化につながると考えられる。子育てに係る養育費

を社会が負担することは、生まれてくるすべての子どもを対象にしたものでなければなら

ない。この子どもたちはいずれ、高齢者を支える側に回るのだということをもっと社会で

考えるべきではないかという山崎の発案は、世代間の順送りの扶養システムを原理として

いる基礎年金制度のなかに、次代の担い手育成の観点から育児支援事業を組み込もうとし

ているのである。 

2 つ目は、佐賀県育児保険構想試案である。佐賀県は、平成 19年 6月 13 日「佐賀県育

児保険構想試案 Ver．6」を公表した。この育児保険については、その実現が必要である

として、平成 15 年 11 月から国に対して継続して政策提案を行っている。これまでの対処

療法的な子育て支援策では、少子化の進行に歯止めをかけることはできないと考えられ、

子育ての社会的支援に向けて新たなシステムの構築が必要と考え、育児費用を社会全体で

支援する「育児保険」の具体的なモデル案を提案した。 

この試案による育児保険とは、税により確保された財源と、社会保険のしくみを利用し

た新たな社会保険料の徴収により確保された財源を統合し、社会全体で子育て費用を支援

する制度である。子どもを持つ、持たないにかかわらず、誰もが老齢に達したときは、誰

かが育ててくれた子ども達が支える社会から給付を受けることになる。こうしたことから、

子どもを持つ、持たないにかかわらず、次代を担う子どもたちを社会全体で育んでいくこ

とは、社会の一員として連帯して果たすべき務めであるということが、育児保険の理念で

ある。 

現代社会は、子どもを産むか産まないかは、個人の選択であり、中絶を選択する権利、

その自己決定を保証することや産みたい人が産む権利、その自己決定を保障する必要があ

る。子どもを産みたい人が安心して子育てができるように、この社会がどのように支援で

きるのか、子育ての全責任を母親だけ、あるいはその子どもの家族だけに負わせるのでは
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なく、「社会で子どもを育てる」必要がある。 

そして最後に、結論として、「社会で子どもを育てる」ための具体案を 4つ示した。 

1 つ目は、10 代に限らず、どの年齢階層においても、子育てをしている親は子ども虐待

をおこす可能性があるので、子ども虐待の発生を予防、あるいは防止するためには、年齢

にかかわらず、望まない妊娠の防止、妊娠・出産・育児に関する正しい知識の提供を受け

る機会を増やしていく取組みについて検討する必要があると考えられる。 

2 つ目は、10 代の若年者の妊娠は防ぐべきものといった対策だけではなく、少なくとも

30 歳代までの母親が安心して子育てができる環境を整えていく対策も、子ども虐待の発生

予防の視点から必要ではないかと考えられる。 

3 つ目は、母子の愛着形成の促進は助産師の職責に位置づけられるので、その専門性を 

子ども虐待の発生予防のために発揮できるように、勤務助産師と開業助産師との連携をは

かることが急務であると考えられる。母親にとっては、その都度その都度子育ての不安や

悩みを相談でき、解消していくことで、母親としての自信につながり、子どもとの愛着を

形成・継続させていくことにつながると考えられる。 

4 つ目は、子ども虐待の発生を予防するには、安心して子どもを産み育てる環境を社会

が整備することが必要で、その最も有効な手立てとしては、妊娠してから子どもが少なく

とも 3歳くらいになるまでの間の支援をより手厚くすることであると考えられる。とくに、

子育ての負担を軽減する経済的支援は重要で、0～3歳を対象とした現金給付と現物給付で

ある保育サービスを組み合わせたしくみの検討が急務と考えられる。 

社会保障の基盤を支える子どもたちを育てることに対して、高齢者の介護を社会的に支

え合うしくみとしての介護保険制度の創設と同様に、子育てを社会的に支え合うしくみを

創設する意義は大いにあると考えられる。 


